
令和 ６ 年 ３ 月 ８ 日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 常 磐 大 学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学 長 
                                                                                      
                              氏 名 富田  敬子        
        

   次の職員の 令和５年 度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  厚生労働科学研究費 障害者政策総合研究事業                                         

２．研究課題名 企業等で雇用されている間における就労継続支援等の適正な実施プロセスについての研究（22GC1018）                                         

３．研究者名  （所属部署・職名）  人間科学部・准教授                                

    （氏名・フリガナ）  若林 功 （ワカバヤシ イサオ）                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 高松大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 6年 4月 24日
厚生労働大臣

=纏
:曜:嘔薬 !語食品衛4切彩菩染昆)に 殿

4襲 蝶 健:翡料 学 霧 斜

機関名 国立大学法人筑波大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 永田 恭介

次の職員の令和 5年度厚生労働科学研究費 (障害者政策総合研究事業)の調査研究における、倫理審査状況

及び利益相反等の管理については以下のとおりです。

1.研究事業名   令和 5年度厚生労働科学研究費補 金 (障害者政策総合研究事業 )

2.研究課題名 企業等で雇用されている間における就労継続支援等の適正な実施プロセスについての研究

(22GC1018)

3.研究者名  (所属部署・職名)人間系・教授

(氏名 。フリガナ) 人重田 淳  (ヤエダ ジュン)

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を るに当たり き 関する

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること,

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

んでいる 」にチェ ッ

「́人、を対

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該 当性の有無

有  無 審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針 (※ 3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )



令 和 6年 3月 12日
厚生労働大臣

=1揮
腱襲 夢課程鮮品衛4Jり:距鼎尋卜 殿

製 薬 蝶 健 翡 料 引 嚇 諄

機関名 国立大学法人 秋 田大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名  山本  文雄

次の職員の令和 5年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 厚 牛 労働 科 学 ;研究 金 (障害者政策総合研 究事業 )

2.研究課題名 企業等で雇用 されている間における就 等の適正な実施プロセスについての研究

(22GC1018)

3.研究者名 (所属部署・職名 )教育文イヒ学部・教授

(氏名・ フ リガナ)前原 和明 (マエバ ラ ズアキ )

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

人を対象 とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針 ()(3)

□   ■

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :             ) □   ■

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当た り べ́き る 貝 が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること,

(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること,

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無 の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有 の場合はその内容

、ヽ

□

□



 
 

令和６年 ３ 月 31 日 
厚生労働大臣                                         

  （国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                      
                                           
                              機関名 高松大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  佃 昌道       
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                                       

２．研究課題名  企業等で雇用されている間における就労継続支援等の適正な実施プロセスについての

研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 発達科学部子ども発達学科・教授                                 

    （氏名・フリガナ） 山口明乙香・ヤマグチアスカ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 ■   □ ■ 高松大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■    未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 
 
 
 



令和 6年 5月 31日
厚生労働大臣

殿

機関名  筑波技術大学

所属研究機関長 職 名  学長

氏 名  石原 保志

障害者政策総合研究事業1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名

企業等で雇用 されている間における 援等の適正なプロセスについての研究

(所属部署・ 職名 ) 障害者 高 ンター・助教

(氏名 リガ ナ。フ ) 後藤  由糸F子・ ゴ トウ ユキコ

該 当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1,

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

才旨金十(※ 3)

筑波技術大学

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当す る倫理指針があれば記人すること

(指針の名称 :               ) □

4.倫理審査の状況

※ 1) が 当 を るに当たり連守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし ‐部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること,

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること
=

(※ 3)廃 止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝了解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること,

・分担研究者の所属する機関の長も作成することこ

当研究機関におけるC01の 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無|□ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ t無 の場合はその理由

当研究に係るCOlに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

次の職員の令和 5年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

ヽ _

■ □



令和 6年   3月  15日
厚生労働大臣
(目■華業 i髪糞品緯饉勇形む弄長)殿
に隣碧柴嘔療料学院長 )

機関名 埼玉県立大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 星 文彦

次の職員の令和 5年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりですc

1.研究事業名 障害者政策総合研究事業

2.研究課題名 企業笠К雇星されKL登固|二墜1主 全就差継泣::立:援笠の適正な実施プロセスについての研究

3.研究者名 (所属部署・職名) 社会福祉子 ども学科 助教

(氏名 。フ リガナ) 富 田 文子 (ト ミタ フ ミコ)

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

1旨針 (※ 3)

□

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □

4.倫理審査の状況

※ 当 当 を実施するに当た り遵守すべき る んでいる場合は、
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること.

その他 (特記事項 )

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

該当する□にチェックを入れること。

分担研究者の所属する機関の長 1)作成すること、

にチ ェ ッ

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 口 (無 の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

ヽ
ヽ_

ヽ

□ ■

有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由:



令和6年 3月 14日

厚生労働大臣
に基申諺部詢筆膨軽」弗究所長)殿
纏聴課柴纏療科学院長 )

機関名 上智大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 嘩道 佳明

次の職員の令和 5年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 障害者政策総合研究事業

2.研究課題名 企圭釜K:屋Д量望区:■_ビ墨塾壺塾左禦襲差継燈重援:釜:£曇璽:ヱ:重塾堕生:」奎」豊2堕:■12亜窒:

3.研究者名

(氏名・ フリガナ)永野 仁美・ナガノ ヒ ト

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関
未審査 (※

2)

人を対象 とする生命科学 。医学系研究に関する倫

理指針 (※ 3)

□

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり ´ ミ る んでいる にチェッは 、

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」|こチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃 |li前 の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること,

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無‐□ (無 の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由

当研究に係 るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項)

(所属部署・職名)法学部国際関係法学科・教授

t

ヒ

□

□

□

□



厚生労働大臣
―く目 立長 票錦 会1早1衛生琴F究所長トー殿
鶉 肇 塁漸黎 怪 恭 鮮 諄 議 井

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

令和 6年 5月 31日

国立大学法人福島大学

学長

三浦 浩喜

次の職員の令和 5年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとお りです。

1.研究事業名   障害者政策総合研究事業

2.研究課題名 企業等で雇用されている間における就労継続支援等の適正な実施プロセスについての研究

3.研究者名  (所属部署・職名) 行政政策学類・准教授

t (氏名 リガす) 長谷川珠子・ フ ・ハセガワタマ コ

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審杏 (※ 2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指 針 (※ 3)

高松大学

福島大学 (迅速審査 )

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指£|」 に準拠する場合は、当該項日1こ記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れ′ること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 口 (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るC01に ついての指導・管理の有無 有 □ 無‐■ (有の場合はその内容

(留意事項)

ヽ_

■

□

□



令和06年03月 04日

厚生労働大臣
■畢墓磨馨鞠等辞調碧噂畢張■
事目墓保鍵長療丼学碗長■

殿

機関名 国際医療福祉大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 鈴木 康裕

次の職員の (元号)年 度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名

令和 5年度厚生労働科学研究費補助金事業 (障害者政策総合研究事業)

企業隻
=【

二 日l盪■三【」生こと固上三上型」■ttL差継」立重援笠f⊇血 I菫塑艶 二∠L里_セ 不についての研究

(所属部署・職名 )保健 医 講 師

(氏名・ フリガナ)野崎智仁 。ノザキ トモ ヒ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を る に べ き に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」(こ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること.

その他 (特記事項 )

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること́

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、
象とする医学系研究に関する倫理指針」 |こ 準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

り エ ツ

「人を対

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 〔※1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

才旨釜十(※ 3)

高松大学 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること、

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無 の場合は委託先機関

当研究に係るCO IIこついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項)

t

■ □

□



令和6年 3月  13日
厚生労働大臣
(国立医薬品食品衛生研究所長)殿
(国立保健医療科学院長)

機関名  横浜国立大学

所属研究機関長 職 名  学長

氏 名 梅原 出

次の職員の令和 5年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 障害者政策総合研究事業

2.研究課題名 企業等で雇用されている間における就労継続支援等の適正な実施プロセスについての研究

(所属部署 。職名)     国際社会科学研究院・教授3.研究者名

(氏名 1)ガナ) 石峙 由希子・イシザキ ユキコ。フ

4.倫理審査の状況

※ 1 を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の でいる 審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

「人を対

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

未審査 (※ 2)

人を対象とする生命科学。医学系研究に関する倫理

指針 (※ 3〉

□

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □(無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無‐□ (無の場合は委託先機関

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

t

_ヽ

審査済み   審査した機関

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無



ハ
不Π6年4月 30日

厚生労働大臣

=甚
甚中三梨 器会品衛4刃彩事鼎曜卜 殿

製 薬 ]保畑 藝 詰 学 辮 斜
機関名 公立大学法人長野大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 小林 淳一

次の職員の令和 5年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとお りですc

1.研究事業名

2.研究課題名

令和 5年度厚生労働科学研究 金 (障害者政策総合研究事業)

企業等で雇用 されている間における就労継続支援等の適切な実施プロセスについての研究

(22GC1018)

3.研究者名 (所属部 署 ・職嘉 ) ・准教授

(氏名 ・ フ リガ ナ )廊 津  博康  (シオツ ヒロヤス)

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに り べ き こ関する倫理委員会の審査が済んでいる み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」|こ チェックする二とで

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する口にチェックを入れること、

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

1旨金十(※ 3)

■ 高松大学・高松短期大学

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 1               )

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無 の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

ヽ _

ヽ _ヽ

□


